大田市地球温暖化対策地域協議会規約
（名称）

第１条この会は、大田市地球温暖化対策地域協議会（以下「本会」という。）と称する。

（目的）

第２条　本会は、地域住民、事業者、ＮＰＯ、行政等が協働して地球温暖化防止活動を実施することにより、持続可能な地域づくりの実現に寄与することを目的とする。

（事業等）

第３条　本会は、第２条の目的を達成するため、次の事業を行う。

⑴　住民、事業者、行政等が協働して行う事業に関すること。

⑵　地球温暖化に関する情報提供及び普及啓発に関すること。

⑶　その他、本会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

（会員）

第４条　本会の会員は、目的に賛同する市民、事業者、団体及び行政機関等をもって構成する。

（入会）

第５条　本会に入会を希望する者は、会長の承認を受けなければならない。

（役員）

第６条　本会を円滑に運営するため、役員として会長１名、副会長１名　を置き、会員の互選によりこれを定める。

２　会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

３　副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

４　役員の任期は３年間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とし、増員によって就任した役員の任期は、現任者の残任期間とする。

５　役員は、再任されることができる。

（総会）

第７条　会長は、年１回及び必要に応じて総会を招集する。

２　総会は、次に掲げる事項を協議し、決定する。

⑴　規約の改廃及び変更に関すること

⑵　役員の選出及び決定に関すること

⑶　事業報告の承認に関すること

⑷　事業計画の承認に関すること

⑸　その他本会の業務の処理上必要と会長が認めた事項

３　総会は、出席会員により成立するものとし、議案は、出席会員の過半数の同意により、決定する。
（部会）

第８条　本会に、必要に応じ部会を置くことができる。
（退会）
第９条　本会を退会しようとする者は、別に定める退会届を会長に提出するものとする。

（事務局）

第１０条　本会の事務を処理するため、事務局を大田市環境衛生課に置く。

（委任）

第１１条　この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。

附　則　この規約は、平成２１年１０月３０日から施行する。

